
日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局昇降級規定日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局昇降級規定日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局昇降級規定日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局昇降級規定    

    

１１１１    日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局における昇降級を次のように規定する。日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局における昇降級を次のように規定する。日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局における昇降級を次のように規定する。日本ダンス議会（ＪＤＣ）中部総局における昇降級を次のように規定する。    

    

２２２２    本総局所属の選手の昇級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。本総局所属の選手の昇級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。本総局所属の選手の昇級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。本総局所属の選手の昇級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。    

（１）各級昇級基準（１）各級昇級基準（１）各級昇級基準（１）各級昇級基準        

        イイイイ    ノービス級よりＤ級ノービス級よりＤ級ノービス級よりＤ級ノービス級よりＤ級    

                ノービス級競技会において下記の成績を得たとき即日Ｄ級に昇級する。ただし、同日に２種目以ノービス級競技会において下記の成績を得たとき即日Ｄ級に昇級する。ただし、同日に２種目以ノービス級競技会において下記の成績を得たとき即日Ｄ級に昇級する。ただし、同日に２種目以ノービス級競技会において下記の成績を得たとき即日Ｄ級に昇級する。ただし、同日に２種目以

上の競技会が行われたとき、各種目の昇級資格者が重複しても、次点者を取らない。上の競技会が行われたとき、各種目の昇級資格者が重複しても、次点者を取らない。上の競技会が行われたとき、各種目の昇級資格者が重複しても、次点者を取らない。上の競技会が行われたとき、各種目の昇級資格者が重複しても、次点者を取らない。((((上位級と上位級と上位級と上位級と

の混合競技会の場合は、同級選手のみのカウントとする。の混合競技会の場合は、同級選手のみのカウントとする。の混合競技会の場合は、同級選手のみのカウントとする。の混合競技会の場合は、同級選手のみのカウントとする。))))    

                        出場組数出場組数出場組数出場組数                成成成成    績績績績                昇級組数（２０％）昇級組数（２０％）昇級組数（２０％）昇級組数（２０％）    

                    ２２２２組～組～組～組～    ７組７組７組７組                １位１位１位１位                    １組１組１組１組    

                    ８組～１２組８組～１２組８組～１２組８組～１２組            １位～２位１位～２位１位～２位１位～２位            ２組２組２組２組    

                １３組～１７組１３組～１７組１３組～１７組１３組～１７組            １位～３位１位～３位１位～３位１位～３位            ３組３組３組３組    

                １８組～２２組１８組～２２組１８組～２２組１８組～２２組            １位～４位１位～４位１位～４位１位～４位            ４組４組４組４組    

                ２３組～２７組２３組～２７組２３組～２７組２３組～２７組            １位～５位１位～５位１位～５位１位～５位            ５組５組５組５組    

                ２８組以上２８組以上２８組以上２８組以上                    １位～６位１位～６位１位～６位１位～６位            ６組６組６組６組    

        ロロロロ    Ｄ級よりＣ級Ｄ級よりＣ級Ｄ級よりＣ級Ｄ級よりＣ級    

                        Ｄ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード１５点、Ｄ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード１５点、Ｄ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード１５点、Ｄ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード１５点、    

ラテン１０点に達したときＣ級に昇級する。ラテン１０点に達したときＣ級に昇級する。ラテン１０点に達したときＣ級に昇級する。ラテン１０点に達したときＣ級に昇級する。    

        ハハハハ    Ｃ級よりＢ級Ｃ級よりＢ級Ｃ級よりＢ級Ｃ級よりＢ級    

                Ｃ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード２Ｃ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード２Ｃ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード２Ｃ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード２５５５５点、点、点、点、    

ラテンラテンラテンラテン２０２０２０２０点に達したときＢ級に昇級する。点に達したときＢ級に昇級する。点に達したときＢ級に昇級する。点に達したときＢ級に昇級する。    

        ニニニニ    Ｂ級よりＡ級Ｂ級よりＡ級Ｂ級よりＡ級Ｂ級よりＡ級    

                Ｂ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダードＢ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダードＢ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダードＢ級競技会において、別表得点表による過去１年間の累計得点がスタンダード３０３０３０３０点、点、点、点、    

ラテン２ラテン２ラテン２ラテン２５５５５点に達した選手は、その年の末に審議の上、Ａ級への昇級資格を与えることができる。点に達した選手は、その年の末に審議の上、Ａ級への昇級資格を与えることができる。点に達した選手は、その年の末に審議の上、Ａ級への昇級資格を与えることができる。点に達した選手は、その年の末に審議の上、Ａ級への昇級資格を与えることができる。    

    

（２）下位の選手が上級競技会に挑戦し、点数を得た場合はその選手の持ち点に加算する（２）下位の選手が上級競技会に挑戦し、点数を得た場合はその選手の持ち点に加算する（２）下位の選手が上級競技会に挑戦し、点数を得た場合はその選手の持ち点に加算する（２）下位の選手が上級競技会に挑戦し、点数を得た場合はその選手の持ち点に加算する    

    

（３）（３）（３）（３）ＪＤＣメイン競技会において、以下のように昇級得点与える。ＪＤＣメイン競技会において、以下のように昇級得点与える。ＪＤＣメイン競技会において、以下のように昇級得点与える。ＪＤＣメイン競技会において、以下のように昇級得点与える。    

イイイイ        日本ダンス議会メイン競技会日本ダンス議会メイン競技会日本ダンス議会メイン競技会日本ダンス議会メイン競技会((((アジアオープン、ジャパンオープンアジアオープン、ジャパンオープンアジアオープン、ジャパンオープンアジアオープン、ジャパンオープン、ＪＤＣカップ、ＪＤＣカップ、ＪＤＣカップ、ＪＤＣカップ))))においてにおいてにおいてにおいて、、、、ＢＢＢＢ

級以下の選手が出場した場合には級以下の選手が出場した場合には級以下の選手が出場した場合には級以下の選手が出場した場合には 1111 点の昇級点の昇級点の昇級点の昇級得点得点得点得点を与える。そして、を与える。そして、を与える。そして、を与える。そして、Ｄ級、Ｃ級選手がＤ級、Ｃ級選手がＤ級、Ｃ級選手がＤ級、Ｃ級選手が 1111 次予選次予選次予選次予選

を、Ｂ級選手がを、Ｂ級選手がを、Ｂ級選手がを、Ｂ級選手が 2222 次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、5555 点を与え、点を与え、点を与え、点を与え、さらにさらにさらにさらに、次ラウンド通過す、次ラウンド通過す、次ラウンド通過す、次ラウンド通過するるるる毎に毎に毎に毎に 5555 点ず点ず点ず点ず

つつつつの昇級得点の昇級得点の昇級得点の昇級得点与える。与える。与える。与える。        

ロロロロ        日本ダンス議会メイン競技会日本ダンス議会メイン競技会日本ダンス議会メイン競技会日本ダンス議会メイン競技会((((アジアオープン、ジャパンオープン、ＪＤＣカップアジアオープン、ジャパンオープン、ＪＤＣカップアジアオープン、ジャパンオープン、ＪＤＣカップアジアオープン、ジャパンオープン、ＪＤＣカップ))))ライジングスライジングスライジングスライジングス

ターターターター戦戦戦戦において、Ｄ級、Ｃ級選手がにおいて、Ｄ級、Ｃ級選手がにおいて、Ｄ級、Ｃ級選手がにおいて、Ｄ級、Ｃ級選手が 1111 次予選を、Ｂ級選手が次予選を、Ｂ級選手が次予選を、Ｂ級選手が次予選を、Ｂ級選手が 2222 次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、2222 点を与点を与点を与点を与

え、さらに、次ラウンド通過する毎にえ、さらに、次ラウンド通過する毎にえ、さらに、次ラウンド通過する毎にえ、さらに、次ラウンド通過する毎に 2222 点ずつの昇級得点与える。点ずつの昇級得点与える。点ずつの昇級得点与える。点ずつの昇級得点与える。    

ハハハハ    ＮＤＣＮＤＣＮＤＣＮＤＣ----ＪＪＪＪ主催主催主催主催競技会において、Ｂ級以下の選手が出場した場合には競技会において、Ｂ級以下の選手が出場した場合には競技会において、Ｂ級以下の選手が出場した場合には競技会において、Ｂ級以下の選手が出場した場合には 1111 点の昇級得点を与える。点の昇級得点を与える。点の昇級得点を与える。点の昇級得点を与える。

そして、Ｄ級、Ｃ級選手がそして、Ｄ級、Ｃ級選手がそして、Ｄ級、Ｃ級選手がそして、Ｄ級、Ｃ級選手が 1111 次予選を、Ｂ級選手が次予選を、Ｂ級選手が次予選を、Ｂ級選手が次予選を、Ｂ級選手が 2222 次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、次予選を通過した場合、5555 点を与え、さら点を与え、さら点を与え、さら点を与え、さら

に、次ラウンド通過する毎にに、次ラウンド通過する毎にに、次ラウンド通過する毎にに、次ラウンド通過する毎に 5555 点ずつの昇級得点与える。点ずつの昇級得点与える。点ずつの昇級得点与える。点ずつの昇級得点与える。((((競技部に報告書を提出した場合競技部に報告書を提出した場合競技部に報告書を提出した場合競技部に報告書を提出した場合、、、、有有有有

効とする。効とする。効とする。効とする。))))        

    

    別表１別表１別表１別表１    

                出場組数出場組数出場組数出場組数        １位１位１位１位    ２位２位２位２位    ３位３位３位３位    ４位４位４位４位    ５位５位５位５位    ６位６位６位６位    準決勝準決勝準決勝準決勝    

            ２組～２組～２組～２組～    ５組５組５組５組        ４４４４    



            ６組～１０組６組～１０組６組～１０組６組～１０組        ５５５５        ４４４４    

        １１組～２０組１１組～２０組１１組～２０組１１組～２０組        ６６６６        ５５５５        ４４４４    

        ２１組～３０組２１組～３０組２１組～３０組２１組～３０組        ８８８８        ６６６６        ５５５５        ４４４４    

        ３１組～４０組３１組～４０組３１組～４０組３１組～４０組    １０１０１０１０        ８８８８        ６６６６        ５５５５        ４４４４    

        ４１組～６０組４１組～６０組４１組～６０組４１組～６０組    １２１２１２１２    １０１０１０１０        ８８８８        ６６６６        ５５５５        ４４４４    

        ６１組以上６１組以上６１組以上６１組以上            １２１２１２１２    １０１０１０１０        ８８８８        ６６６６        ５５５５        ４４４４        ２２２２    

    

    中部選手権の得点中部選手権の得点中部選手権の得点中部選手権の得点    

    １位１位１位１位    ２位２位２位２位    ３位３位３位３位    ４位４位４位４位    ５位５位５位５位    ６位６位６位６位    ７位７位７位７位    ８位８位８位８位    ９位９位９位９位    １０位１０位１０位１０位    １１位１１位１１位１１位    １２位１２位１２位１２位    

    １５１５１５１５    １３１３１３１３    １１１１１１１１    ９９９９        ８８８８        ７７７７        ６６６６        ５５５５        ４４４４            ３３３３            ２２２２            １１１１    

    

３３３３    本総局所属の選手の降級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。本総局所属の選手の降級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。本総局所属の選手の降級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。本総局所属の選手の降級につき昇降級審議委員会は次の基準により審議する。    

    

（１）（１）（１）（１）    降級基準降級基準降級基準降級基準    

イイイイ    Ａ級よりＢ級Ａ級よりＢ級Ａ級よりＢ級Ａ級よりＢ級    

一年間を通じ準決勝以上の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ準決勝以上の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ準決勝以上の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ準決勝以上の成績を２回以上得られなかった選手    

（出場組数１５組以下の場合は（出場組数１５組以下の場合は（出場組数１５組以下の場合は（出場組数１５組以下の場合は    別表２別表２別表２別表２    参照）参照）参照）参照）    

ロロロロ    Ｂ級よりＣ級Ｂ級よりＣ級Ｂ級よりＣ級Ｂ級よりＣ級    

一年間を通じ１８位以上の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ１８位以上の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ１８位以上の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ１８位以上の成績を２回以上得られなかった選手    

（出場組数２３組以下の場合は（出場組数２３組以下の場合は（出場組数２３組以下の場合は（出場組数２３組以下の場合は    別表２別表２別表２別表２    及び及び及び及び    別表３別表３別表３別表３    参照）参照）参照）参照）    

ハハハハ    Ｃ級よりＤ級Ｃ級よりＤ級Ｃ級よりＤ級Ｃ級よりＤ級    

一年間を通じ１次予選通過の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ１次予選通過の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ１次予選通過の成績を２回以上得られなかった選手一年間を通じ１次予選通過の成績を２回以上得られなかった選手    

（出場組数１５組以下の場合は（出場組数１５組以下の場合は（出場組数１５組以下の場合は（出場組数１５組以下の場合は    別表２別表２別表２別表２ 参照）参照）参照）参照）    

※上記の基準は出場組数の７５％以内※上記の基準は出場組数の７５％以内※上記の基準は出場組数の７５％以内※上記の基準は出場組数の７５％以内((((切上げ切上げ切上げ切上げ))))の順位をカウントする。の順位をカウントする。の順位をカウントする。の順位をカウントする。    

    

別表２別表２別表２別表２        

    

    

別表３別表３別表３別表３    

    

    

（２）（２）（２）（２）    年間を通じて、中部総局の競技会の出場回数が、その開催回数の１／４未満であった場合。年間を通じて、中部総局の競技会の出場回数が、その開催回数の１／４未満であった場合。年間を通じて、中部総局の競技会の出場回数が、その開催回数の１／４未満であった場合。年間を通じて、中部総局の競技会の出場回数が、その開催回数の１／４未満であった場合。    

ただし産休、病気等で休場届けのある選手を除くただし産休、病気等で休場届けのある選手を除くただし産休、病気等で休場届けのある選手を除くただし産休、病気等で休場届けのある選手を除く    

（３）（３）（３）（３）    中部総局以外の成績についても降級の参考として審議する。中部総局以外の成績についても降級の参考として審議する。中部総局以外の成績についても降級の参考として審議する。中部総局以外の成績についても降級の参考として審議する。    

            

付則付則付則付則    （１）（１）（１）（１）この昇降級規定は平成１７年この昇降級規定は平成１７年この昇降級規定は平成１７年この昇降級規定は平成１７年 1111 月１日より施行する。月１日より施行する。月１日より施行する。月１日より施行する。    

                        （２）（２）（２）（２）ＪＤＣメイン競技会ＪＤＣメイン競技会ＪＤＣメイン競技会ＪＤＣメイン競技会、日本シリーズ、日本シリーズ、日本シリーズ、日本シリーズの昇級得点を追加、平成１９年の昇級得点を追加、平成１９年の昇級得点を追加、平成１９年の昇級得点を追加、平成１９年８８８８月１月１月１月１日より施行する。日より施行する。日より施行する。日より施行する。    

                        （３）Ａ級（３）Ａ級（３）Ａ級（３）Ａ級,,,,Ｂ級の昇級ポイントを変更、平成２０年２月３日より施行する。Ｂ級の昇級ポイントを変更、平成２０年２月３日より施行する。Ｂ級の昇級ポイントを変更、平成２０年２月３日より施行する。Ｂ級の昇級ポイントを変更、平成２０年２月３日より施行する。    

                            ((((４４４４) ) ) ) ノービス級の昇級カウントの変更、平成２１年２月１日より施行する。ノービス級の昇級カウントの変更、平成２１年２月１日より施行する。ノービス級の昇級カウントの変更、平成２１年２月１日より施行する。ノービス級の昇級カウントの変更、平成２１年２月１日より施行する。    

（５）日本シリーズに関する記述を削除、平成２６年８月２８日より施行する。（５）日本シリーズに関する記述を削除、平成２６年８月２８日より施行する。（５）日本シリーズに関する記述を削除、平成２６年８月２８日より施行する。（５）日本シリーズに関する記述を削除、平成２６年８月２８日より施行する。    

（６）ノービス級の出場組数の変更、総局外競技会の昇級ポイントの変更、平成２９年２月５日（６）ノービス級の出場組数の変更、総局外競技会の昇級ポイントの変更、平成２９年２月５日（６）ノービス級の出場組数の変更、総局外競技会の昇級ポイントの変更、平成２９年２月５日（６）ノービス級の出場組数の変更、総局外競技会の昇級ポイントの変更、平成２９年２月５日    

より施行する。より施行する。より施行する。より施行する。    

ＪＤＣ中部総局昇降級審議委員会ＪＤＣ中部総局昇降級審議委員会ＪＤＣ中部総局昇降級審議委員会ＪＤＣ中部総局昇降級審議委員会    

出場組数出場組数出場組数出場組数    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    

合格組数合格組数合格組数合格組数    ２２２２    ３３３３    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    ９９９９    10101010    11111111    12121212    

出場組数出場組数出場組数出場組数    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    

合格組数合格組数合格組数合格組数    12121212    13131313    14141414    15151515    15151515    16161616    17171717    18181818    


